
新型コロナウイルスの感染拡大により、企業の労務管理に大きな影響が生じています。

「休業手当を支払う線引き・タイミングはどう判断すればよいのか？」
「今回のような有事の際に内定取消や整理解雇を行ううえで留意すべきことはあるか？」
「テレワークを導入したいが、労働時間管理や残業代の支払いはどうすればよいか？」

経営者側の当事務所には、特に非常事態宣言が発出されて以降、経営者さまから多くのご相談が寄せられています。
そのような皆様の疑問や不安を解決するため、こちらのご案内をご覧いただいている方を対象に、緊急オンラインセミナーを
開催いたします。今回、特別に参加費無料でご参加いただけますので、この機会を是非ご活用ください。

①休業手当を支払う対象と期間　　　　　　　　　　　　　　
日時 ：6月10日（水）16時～17時     6月16日（火）14時～15時 

②労働契約の終了（内定取消、整理解雇）
日時 ： 7月  8日（水）16時～17時    7月20日（月）14時～15時 

③テレワーク導入における労働時間管理と残業代の支払い　
日時 ： 8月  4日（火）16時～17時    8月27日（木）14時～15時

講師：京都総合法律事務所　弁護士　伊山　正和

新型コロナウイルス対策
緊急オンラインセミナー
新型コロナウイルス感染拡大に対応するために

企業が知っておくべき3つの労務対応

お問い合わせ先／京都総合法律事務所
TEL：075-256-2560／FAX：075-256-2561　
URL：http://www.kyotosogo-law.com/

6月：休業手当を支払う対象と期間
7月：労働契約の終了（内定取消、整理解雇）
8月：テレワーク導入における労働時間管理と残業代の支払い

各テーマ、複数日程で開催いたします。ご都合の良い日時にてご参加ください。

参加費：無料
申し込み方法等は
2枚目をご覧ください。



お申込み締切／各回2日前の午後5時まで
1社につき3名様までお申込みいただけます。複数名でご参加いただける場合は参加者氏名を人数分ご記入ください。

なお、定員に達し次第、締め切らせていただきます。ご希望の場合はお早めにお申し込みください。

FAX用お申込み欄
御社名 ご出席者様氏名

フリガナ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（お役職　　　　　　　）

ご出席者様氏名
フリガナ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（お役職　　　　　　　）
ご出席者様氏名

フリガナ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（お役職　　　　　　　）

ご住所
〒

ご連絡先 TEL
FAX

メール
アドレス

参加を希望される勉強会に✓をつけてください。
休業手当：□6月10日  □6月16日　 / 　労働契約：□7月8日  □7月20日　 / 　テレワーク：□8月4日  □8月27日

質問事項や当日聞きたいことがあればご記入ください。

01　無料法律相談（初回60分）
02　セミナーテーマに合わせて詳細解説を個別に実施
▼さらに、当勉強会を機に顧問契約を結んでいただいた場合

03　テーマ毎の法的留意点を踏まえた就業規則を無料でチェック
04　クライアント向けの勉強会、企業内研修を無料で実施

ホームページもしくはFAXでお申込みください。
「京都総合法律事務所　セミナーお申込み」で検索ください。
また、右側のQRコードからもお申込みいただけます。
FAXでのお申込みは下記記入欄をご記入のうえ、075-256-2561
まで送信ください。

本セミナーはビデオ会議システム「Zoom」を使用して一部生放送で行います。
インターネットに接続されたパソコン、タブレット、スマートフォンでご参加いただけます。
下記お申込みフォーム、ホームページ、お電話での受付完了後、当日配信するZoomのURLをご案内
させていただきます。
当日の開催時間になりましたら、Zoomアプリを立ち上げて「ミーティングに参加」をクリックください。
未曾有の事態が続いておりますが、少しでも経営者皆さまのお力になれれば幸甚でございます。

□　定期セミナー等のご案内（メルマガ登録）についてご希望されない場合は✔を入れて下さい。


